
豊洲ぐるりパークでのイベント申請手続きについて 

 

いつも豊洲ぐるりパークをご利用いただきありがとうございます。 

この度、イベント利用の申請手続きに関しまして、手続きをスムーズに行うため、 

令和 8年 4月 1日付で受付の方法を改訂いたしました。 

  

今後イベントで公園を利用される際は 

「各種申請・手続き等」から全ての書類をダウンロードいただき、 

その中の指定の資料（雛形）をご利用の上、手順に沿ってご申請いただきますようお願いいたします。 

公園ホームページ－各種申請手続き（令和 8年 4月 1日改訂） 

  

【改訂日】 

令和 8年 4月 1日 

  

＊改訂日以降ご提出いただく全ての書類に関して適用いたします。 

＊3月 31日までにご提出いただいた書類に関してはこのままお受付いたします。 

  

【受付方法】 

従来通りイベントの 6カ月前から受付開始とし、 

メールで申請書類一式を送付いただいた方から先着順でお受付いたします。 

6 カ月以上先の空き状況に関しては、 

区や公園の催しにより受付が不可能である場合以外、 

他の団体のお問い合わせ状況等はご回答できませんのでご了承ください。 

  

（受付開始日の例） 

10 月 2 日に利用したい場合→4月 2日よりメールで先着順受付 

  

なお、万が一利用申請のメールが同一時刻に届いた場合は 

抽選となりますこと、ご理解いただけますと幸いです。 

  

以上、円滑な対応のための変更となりますので、ご理解いただけますと幸いです。 

お手数をおかけして恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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https://toyosugururi.jp/application.html

